
平成２２年１０月１日現在

商品名
・満２０歳以上６５歳以下の方。
・当金庫が設定した要件を満たされている方。
・（社）しんきん保証基金の保証を得られる方。
・当金庫の会員となれる方。
　①当金庫の地区内に住所または居所を有する方。
　②当金庫の地区内の事業所に勤務されている方。
　上記条件のいずれかに該当される方であれば、当金庫に出資していただき、
　会員となることができます。

ご融資限度額 １０万円、２０万円、３０万円、４０万円、５０万円、６０万円、７０万円、８０万円、
９０万円、１００万円の１０種類

ご融資期間 ３年（ご契約期限前に再審査させていただき自動更新となります。）
但し、６５歳の誕生日以降の更新はできません。

ご融資利率 当金庫所定の利率を適用いたします（付利単位１００円）。
お利息の計算
方法
ご返済方法 ・毎月１０日（金融機関の休業日の場合は翌営業日）に限度額に応じて定額自動

　返済。
・当金庫ATM（現金自動預払機）または窓口で、随時ご返済もできます。

返済金額
５，０００円
１０，０００円
１５，０００円
２０，０００円

保証人・担保
手数料 カード再発行手数料：紛失によるカード再発行の場合には、１，０５０円（消費税

を含む）が必要となります。（紛失以外については、５２５円（消費税を含む）とな
ります。）

苦情処理措置

紛争解決措置

その他 現在のご融資利率については、窓口でお問い合わせ下さい。
審査の結果ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。

　東京弁護士会（電話：０３-３５８１-００３１）、第一東京弁護士会（電話：０３-

　当金庫営業日に、上記総務部または全国しんきん相談所（９時～１７時、

・紛争解決措置

４０万円・５０万円
５０万円から１００万円

毎日の最終残高について付利単位を１００円とした１年３６５日とする日割計算

借り入れ限度額

２０万円・３０万円

・カードローン

鶴来信用金庫

　電話：０３-３５１７-５８２５）にお申し出ください。

　３５９５-８５８８）、第二東京弁護士会（電話：０３-３５８１-２２４９）の仲裁セン
　ター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は

カードローン

・苦情処理措置　
　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または本部総務部（９時～
　１７時、電話：０７６-２６３-２５８５）にお申し出ください。

ご自由ですが、事業性資金、または借入金の返済金にはご利用できません。

（社）しんきん保証基金が保証しますので必要ありません。

ご利用いただ
ける方

１０万円

お使いみち

融・１


